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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（１/１2）

１ がん検診の精度管理のための技術的指針とは

目 的

「東京都がん対策推進計画」に従い、がん検診の受診率の向上を図るとともに、
全ての区市町村において、国の指針に基づいた科学的に効果の明らかな方法でがん検
診とその精度管理が実施され、がん検診の質の向上が図られることを目的とする

内 容

【本編】

１ 目的
２ 検診対象者
３ 実施回数
４ 検診計画の策定
５ 受診勧奨
６ 検診方法等
７ 検診結果の指導区分
８ 検診結果の報告及び通知
９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握
10 事業評価
11 検診実施機関
12 精密検査等

【別紙】

・仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目
・学会が定める判定基準・指導区分等

【様式】

・検診受診票、結果記録票、結果通知書
・精密検査依頼書兼結果報告書
・チェックリスト（市区町村用）
・チェックリスト（検診実施機関用）   …etc.
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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（２/１2）

２ 改正の背景

① 令和７年12月24日付 国指針一部改正 ② 令和７年１月発行 肺癌取扱い規約第９版改訂

検査項目から喀痰細胞診が削除
胸部X線検査のデジタル化、

低線量CT肺がん検診の普及など技術面での変化に対応

2



東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（３/１2）

３ 主な変更案

喀痰細胞診削除に伴う対応

新 旧

第６ 検診方法等

検診項目は、質問（医師が立ち会っており、かつ医師が自
ら対面により行う場合において、「質問」とあるのは「問
診」と読み替える。）及び胸部エックス線検査とする。

１ 質問

質問に当たっては、喫煙歴、職歴、喀痰・血痰の有無、妊
娠の可能性の有無及び過去の検診の受診状況等を聴取する。
質問の結果、喀痰が続いている者や、最近６月以内に血痰

のあったことが判明した者に対しては、肺がんの有症状者
である疑いがあることから、第一選択として、十分な安全
管理の下で多様な検査を実施できる医療機関への受診を勧
奨すること。…

第６ 検診方法等

検診項目は、質問（医師が立ち会っており、かつ医師が自
ら対面により行う場合において、「質問」とあるのは「問
診」と読み替える。）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診
とする。

１ 質問

質問に当たっては、喫煙歴、職歴、血痰の有無、妊娠の
可能性の有無及び過去の検診の受診状況等を聴取する。
質問の結果、最近６月以内に血痰のあったことが判明し

た者に対しては、肺がんの有症状者である疑いがあること
から、第一選択として、十分な安全管理の下で多様な検査
を実施できる医療機関への受診を勧奨すること。…

国指針に準拠し、検診方法から喀痰細胞診を削除。喀痰の有無を質問項目に追加

変更のポイント

3



東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（４/１２）

新 旧

第６ 検診方法等（つづき）

（削除）

第６ 検診方法等（つづき）

５ 喀痰細胞診

   (1) 対象者
 喀痰細胞診は、質問の結果、原則として高危険群※の者に
行うものとする。
 高危険群以外の者に喀痰細胞診を行わないこと。 …

別紙３（削除）

別紙４（削除）

別紙３ 肺がん検診における喀痰細胞診の判定基準と指導区分
（2016改訂）

別紙４ 喀痰細胞診における異形扁平上皮細胞及び扁平上皮癌細
胞の判定基準（2016改訂）

国指針に準拠し、検診方法から喀痰細胞診を削除、喀痰細胞診に関する判定基準等の掲載を削除

変更のポイント
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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（５/１2）

新 旧

（様式２号）肺がん検診受診票 （様式２号）肺がん検診受診票

検診受診票様式に、喀痰の有無を質問する項目を追加

変更のポイント
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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（６/１2）

新 旧

（様式６号）肺がん検診精密検査依頼書兼結果報告書 （様式６号）肺がん検診精密検査依頼書兼結果報告書

検診方法 及び 精密検査方法について、胸部エックス線検査の精密検査を想定した内容に変更

変更のポイント
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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（7/１2）

新 旧

別紙１ 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目（肺がん検
診） 令和８年３月

様式８号 肺がん検診のためのチェックリスト（市区町村用）
令和８年３月

様式９号 肺がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用）
令和８年３月

別紙１ 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目（肺がん検
診） 令和６年３月

様式８号 肺がん検診のためのチェックリスト（市区町村用）
令和６年３月

様式９号 肺がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用）
令和６年３月

国立がん研究センターから発出された資料３点について、それぞれ最新版に差替え

変更のポイント
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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（8/１2）

保留事項

対 象 今後の動向

（様式７－１号）肺がん検診結果集計表（検診機関別）

（様式７－２号）肺がん検診結果集計表（総合）

地域保健・健康増進事業報告の
新様式の展開があり次第差替え

『有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン2025年度版』において推奨グレードAとされた「重喫煙者への低線量
CT検査」に関する対応については、令和９年度以降に「がん検診のあり方に関する検討会」において議論される指針改
正及び『対策型検診のための低線量CTによる肺がん検診マニュアル』の内容に基づき改めて検討を行うこととする。
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東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（9/12）

9

肺癌取扱い規約改訂に伴う対応

新 旧

第６ 検診方法等

２ 胸部エックス線検査

…なお、肺がん検診に適格な胸部エックス線写真とは立
位背腹一方向撮影を原則（ただし、同撮影が困難な場合に
限り、希望者には座位腹背一方向撮影を行う）とし、第６
頸椎から肺尖、肺野外側縁、横隔膜及び肋骨横隔膜角まで
が写り、両鎖骨胸骨端の中点に胸椎棘突起が位置するもの、
肩甲骨の印影が肺野外にあり、右横隔膜は第9～10肋骨の高
さに位置しているもの、読影に際して、適度な濃度とコン
トラスト及び良好な鮮鋭度を持ち、縦隔陰影に重なった気
管、主気管支の透亮像並びに心陰影及び横隔膜に重なった
肺血管が観察できるものであり、かつ、次のいずかにより
撮影されたものとする。…

第６ 検診方法等

２ 胸部エックス線検査

…なお、肺がん検診に適格な胸部エックス線写真とは背
腹一方向撮影を原則とし、肺尖、肺野外側縁、横隔膜及び
肋骨横隔膜角等を十分に含むようなエックス線写真であっ
て、適度な濃度とコントラスト及び良好な鮮鋭度を持ち、
縦隔陰影に重なった気管、主気管支の透亮像並びに心陰影
及び横隔膜に重なった肺血管が観察できるものであり、か
つ、次のいずかにより撮影されたものとする。…

エックス線写真の撮影方法について、規約に基づき適切な撮影方法の手技に関する記述を追記

変更のポイント



東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（10/12）

新 旧

第６ 検診方法等

２ 胸部エックス線検査

(1) 直接撮影（デジタル画像）であって、Ｘ線検出器として、輝尽性蛍
光体を塗布したイメージングプレート(ＩＰ)を用いたＣＲシステム、
平面検出器(ＦＰＤ) もしくは固体半導体（ＣＣＤ、ＣＭＯＳなど）
を用いたＤＲシステムのいずれかを用いた撮影。管球検出器間距離
（撮影距離）150ｃｍ以上、Ｘ線管電圧120～140kV、撮影mAs値４
mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比８:１以上、の
条件下で撮影することが望ましい。

(2) 直接撮影（スクリーン・フィルム系）であって、被験者－管球間の
距離を150cm以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、原則
として120kV以上（やむを得ない場合は100～120kVでも可）の管電
圧及び希土類システム（希土類増感紙及びオルソタイプフィルム）
を用いた撮影。ただし、スクリーン・フィルム系はデジタルと比較
し均一で良質な画質の保持が難しいため、デジタル撮影への移行が
望ましい。

第６ 検診方法等

２ 胸部エックス線検査

(1) 間接撮影であって、100mmミラーカメラを用い、定格出力150kV以
上の撮影装置を用いた、120kV以上の管電圧による撮影

(2) 間接撮影であって、定格出力125kVの撮影装置を用い、縦隔部の感
度を肺野部に対して高めるため110kV以上の管電圧及び希土類（グラ
デーション型）蛍光板を用いた撮影

(3) 直接撮影（スクリーン・フィルム系）であって、被験者－管球間の
距離を150cm以上とし、定格出力150kV以上の撮影装置を用い、原則
として120kV以上（やむを得ない場合は100～120kVでも可）の管電
圧及び希土類システム（希土類増感紙及びオルソタイプフィルム）
を用いた撮影

(4) 直接撮影（デジタル画像）であって、Ｘ線検出器として、輝尽性蛍
光体を塗布したイメージングプレート(ＩＰ)を用いたＣＲシステム、
平面検出器(ＦＰＤ) もしくは固体半導体（ＣＣＤ、ＣＭＯＳなど）
を用いたＤＲシステムのいずれかを用いた撮影。管球検出器間距離
（撮影距離）150ｃｍ以上、Ｘ線管電圧120～140kV、撮影mAs値４
mAs程度以下、入射表面線量0.3mGy以下、グリッド比８:１以上、の
条件下で撮影することが望ましい。
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胸部エックス線検査のデジタル化の動向を踏まえ、
間接撮影に関する記載を削除し、デジタル撮影への移行を促す内容に変更。

変更のポイント



東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（1１/12）

新 旧

第６ 検診方法等

３ 胸部エックス線写真の読影方法

胸部エックス線写真は、２名以上の医師によって読影し、
少なくとも一方の読影者によって精査を要すると判定され
たエックス線写真については比較読影を行う。

（1）読影環境
胸部エックス線デジタル画像の読影用モニタについては、

日本医学放射線学会が定めたガイドラインではDICOM
Part14（GSDF：Grayscale Standard Display Function）に
キャリブレーションされた、画素数が１Ｍ以上、最大輝度が
350cd/㎡以上の明るいモニタが推奨されており、これに準拠
することが望ましい。フィルムでは、輝度3000cd/㎡のシャ
ウカステンを使用することが望ましい。
なお、日本医学放射線学会が認証または承認した人工知能

関連技術が活用された画像診断支援ソフトウェアを読影補助
に利用することは妨げない。ただし、現在はあくまでも読影
医の読影補助であり、読影医に代わる位置付けとして活用す
るものではない。

第６ 検診方法等

３ 胸部エックス線写真の読影方法

胸部エックス線写真は、２名以上の医師によって読影し、
少なくとも一方の読影者によって精査を要すると判定され
たエックス線写真については比較読影を行う。

11

近年の動向を踏まえ、読影用モニタの条件や、胸部エックス線写真読影の際のAIの活用方法に関する留意点を追記

変更のポイント



東京都肺がん検診の精度管理のための技術的指針の改正について（1２/1２）

国指針の一部改正 及び 肺癌取扱い規約の改訂 を踏まえ、

以下の点に関する技術的指針の改正を行ってはどうか。

① 検診方法等から喀痰細胞診に関する記載を削除

② 問診（質問）において、喀痰の有無を確認する記載を追加

③ エックス線写真の撮影方法について、規約に基づき適切な撮影方法の記述を追記

④ 胸部エックス線検査のデジタル化の動向を踏まえ、
間接撮影に関する記載を削除し、デジタル化への移行を促す内容に変更

⑤ 近年の動向を踏まえ、読影用モニタの条件や、
胸部エックス線写真読影の際のAIの活用方法に関する留意点を追記

ま と め
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